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１ 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会 

（１）開催状況 

開催 主な議題 

平成27年12月15日 

（第８回） 

○ 会長の互選及び会長職務代理者について 

○ 大阪府高齢者計画2012（平成24年度から26年度）の進捗状況について 

○ 介護保険制度改正等に関する平成27年度上半期の状況について 

○ その他 

平成28年６月１日 

（第９回） 

○ 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会の設置について 

○ 第４回高齢者の生活実態と介護サービス等に関する意識調査（案）につ

いて 

○ その他 

平成29年２月21日 

（第10回） 

○ 大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会の報告について 

○ 第４回高齢者の生活実態と介護サービス等に関する意識調査報告書に

ついて 

○ 大阪府高齢者計画2015（平成27年度）の進捗状況について 

○「第７期大阪府高齢者計画」の策定に向けて留意すべき事項について 

○ その他 

平成29年８月１日 

（第11回） 

○ 「大阪府高齢者計画２０１５」の取組状況等について 

○ 「第７期大阪府高齢者計画」等の策定に向けて留意すべき事項について 

○ その他 

平成29年11月24日 

（第12回） 

○ 高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金に関す

る評価指標（案）について 

○ 第７期大阪府高齢者計画（骨子案）について 

○ 大阪府介護・福祉人材確保戦略の報告 

○ その他 

平成30年１月29日 

（第13回） 

○ 第７期大阪府高齢者計画（素案）について 

○ その他 

平成30年３月20日 

（第14回） 

○ 第７期大阪府高齢者計画（案）について 

○ 保険者機能強化推進交付金に対する大阪府の対応について 

○ 高齢者住まいの質の向上に向けて今後取り組むべき方向性の報告 

○ その他 

本表では、前回計画策定後、本計画の策定に至るまでの間の開催状況を記載した。 

 

（参考） 

要綱により設置されていた大阪府高齢者保健福祉計画推進委員会は平成24年10月31日で廃止となり、条例

により定められる大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会として平成24年11月１日から新たに設置された。 
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（２）大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会委員名簿 

平成 30年３月 31日現在 

氏  名 役    職    名 備 考 

淺野 幸子 公益社団法人 大阪介護福祉士会会長  

嵐谷 安雄 一般財団法人  大阪府身体障害者福祉協会 評議員  

石原 欽子 大阪府民生委員児童委員協議会連合会会長  

勝井 和代 大阪府介護者（家族）の会連絡会 会計監査  

川合 秀治 公益社団法人 大阪介護老人保健施設協会会長  

川井 太加子 桃山学院大学 社会学部教授  

黒田 研二 関西大学 人間健康学部教授 ○ 

河野 圭司 大阪市福祉局高齢者施策部長  

白川 智美 日本労働組合総連合会大阪府連合会副会長  

髙嶋 香奈子 公益社団法人 大阪府看護協会副会長  

髙杉 豊 公益財団法人 大阪府保健医療財団理事長 ◎ 

津田 高司 一般社団法人 大阪府歯科医師会常務理事  

道明 雅代 一般社団法人 大阪府薬剤師会常務理事  

永井 美佳 社会福祉法人 大阪ボランティア協会事務局長  

中尾 正俊 一般社団法人 大阪府医師会副会長  

野口 勉 一般財団法人 大阪府老人クラブ連合会会長  

秦 康宏 大阪人間科学大学 人間科学部准教授  

濵田 和則 公益社団法人 大阪介護支援専門員協会会長  

福原 毅 一般社団法人 大阪府病院協会会長  

福原 正広 一般財団法人 大阪府人権協会理事  

古川 照人 大阪府市長会健康福祉部会長（大阪狭山市長）  

三好 隆夫 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会副部会長  

森垣 学 社会福祉法人  大阪府社会福祉協議会事務局長  

山谷 昌義 大阪府国民健康保険団体連合会介護保険室長  

山本 甚郎 堺市健康福祉局長寿社会部長  

和田 吉衛 大阪府町村長会副会長（忠岡町長）  

（敬称略 50音順） 備考欄の◎は会長、○は会長職務代理者 
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（３）大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則 

大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則 

 

平成二十四年十一月一日 

大阪府規則第百七十四号 

改正 平成二八年三月三〇日規則第七五号 

大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則を公布する。 

 

大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例（昭和二十七年大阪府条例第三十九号）第六条の規

定に基づき、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会（以下「審議会」という。）の組織、委

員及び臨時委員（以下「委員等」という。）の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 

一 学識経験のある者 

二 保健医療関係者 

三 福祉関係者 

四 関係行政機関の職員 

五 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 

３ 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（平二八規則七五・旧第三条繰上） 

 

（臨時委員） 

第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置

くことができる。 

２ 臨時委員は、知事が任命する。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

（平二八規則七五・旧第四条繰上） 

 

（会長） 

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（平二八規則七五・旧第五条繰上） 

 

（会議） 

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 
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（平二八規則七五・旧第六条繰上） 

 

（報酬） 

第六条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。 

（平二八規則七五・旧第七条繰上・一部改正） 

 

（費用弁償） 

第七条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例（昭和四十年大阪府条例第三十七

号）による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。 

（平二八規則七五・旧第八条繰上） 

 

（庶務） 

第八条 審議会の庶務は、福祉部において行う。 

（平二八規則七五・旧第九条繰上） 

 

（委任） 

第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（平二八規則七五・旧第十条繰上） 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成二八年規則第七五号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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（４）専門部会の開催状況 

開催 主な議題 

平成28年７月１日 

○ 部会長の互選及び会長職務代理者について 

○ データから見る検討課題について 

○ その他 

平成28年９月30日 

○ 大阪府報告 

 ・医療費と介護費の相関分析 

 ・サ高住・有料老人ホーム等の状況調査等 など 

○ 発表 

・千葉大学 近藤教授 「地域づくりによる介護予防」 

・大阪府医師会 中尾副会長 

「医療現場から見た大阪府の介護の現状と求められる対策」 

・大阪介護支援専門員協会 濵田会長 

 「（公社）大阪介護支援専門員協会の資質向上に関する事業等と介護現場 

  から見た現状と求められる対応について」 

○ 質疑応答 

○ その他 

平成28年12月16日 

○ 大阪府の介護費及び要介護認定等における分析結果の報告 

○ 今後の求められる対応策について 

○ その他 

大阪府高齢者住まいの質の向上に関する検討部会 

平成29年６月22日 

○ 部会長の互選及び会長職務代理者について 

○ 会議の公開・非公開について 

○ 高齢者住まいの質の向上に関する取組みの状況、課題及び今後の方向性

について 

○ これからの高齢者住まいのあり方及び期待する役割等について 

平成29年８月21日 
○ サービス利用の適正化に向けた方向性について 

○ これからの高齢者住まいのあり方・役割の明確化について 

平成30年２月27日 

○ 検討事項についての今後の方向性について 

 ・高齢者住まい事業者に対する効果的・効率的の指導・監督体制の構築 

 ・これからの高齢者住まいの質の向上に向けた取組について 

○ その他 
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（５）大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会委員名簿 

①平成 28年度 

氏  名 役    職    名 備 考 

川井 太加子 桃山学院大学 社会学部教授 ○ 

黒田 研二 関西大学 人間健康学部教授 ◎ 

佐野 洋史 滋賀大学 経済学部准教授  

筒井 孝子 兵庫県立大学 大学院経営研究科教授  

秦 康宏 大阪人間科学大学 人間科学部准教授  

（敬称略 50音順） 備考欄の◎は部会長、○は副部会長（会長職務代理者） 

 

 

②大阪府高齢者住まいの質の向上に関する検討部会（平成 29年度） 

氏  名 役    職    名 備 考 

菊井 徹也 一般財団法人 サービス付き高齢者向け住宅協会理事 

（第２回・第３回） 
 

絹川 麻理 社会福祉法人敬友会 高齢者住宅研究所研究員  

黒田 研二 関西大学 人間健康学部教授 ◎ 

小泉 雅宏 一般財団法人 高齢者住宅財団前理事長（第 1回）  

高橋 紘士 一般財団法人 高齢者住宅財団理事長  

田村 明孝 高齢者住宅経営者連絡協議会事務局長  

樋口 壽樹 公益社団法人 全国有料老人ホーム協会参与  

山口 健太郎 近畿大学 建築学部教授 ○ 

（敬称略 50音順） 備考欄の◎は部会長、○は副部会長（会長職務代理者） 
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（６）大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則第９条の規定に基づき、大阪

府高齢者計画に関する専門事項の分析・検討を目的として、大阪府高齢者保健福祉計画推進

審議会（以下、「審議会」という。）の下に設置する、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会

専門部会（以下、「専門部会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（所掌事務） 

第２条 専門部会は次の事項について検討し、審議会に対し意見及び報告を行う。 

（１）都道府県又は市町村ごとの介護給付費及び要介護認定率等についての分析 

（２）地域差の要因等に係る分析 

（３）その他、部会長が必要と認める事項 

 

（構成） 

第３条 専門部会の委員は、審議会に属する委員及び次に掲げる者のうちから、審議会会長が

選出する。 

（１）学識経験のある者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）その他 

２ 部会長が必要と認めるときは、専門部会の委員以外の者をオブザーバーとして専門部会に

参加させることができる。 

 

（部会長等） 

第４条 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから、互選により選出す

る。 

２ 部会長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 部会長に事故があるときは、委員の中から部会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（運営） 

第５条 専門部会については、部会長が招集し、開催する。 

２ 部会長が必要と認めるときは、委員及びオブザーバー以外の者について、専門部会への出

席を求め、意見を聴取することができるものとする。 

 

（審議会への報告） 

第６条 部会長は、専門部会の検討結果を審議会に報告する。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 専門部会の委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、審議会の委員の例による。 

２ オブザーバー及び第５条第２項に規定する者（以下「オブザーバー等」という。）の報酬及

び費用弁償の支給方法は、審議会の委員の例による。ただし、オブザーバー等のうち地方公

共団体に属する職員である者に対しては支給しない。 
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（事務局） 

第８条 専門部会の事務局は、福祉部高齢介護室に置く。 

 

（廃止） 

第９条 専門部会は、次の一に該当した場合、廃止するものとする。 

（１）当該専門部会における第 2条の所掌事務が終了したとき 

（２）審議会で専門部会廃止の決議がなされたとき 

 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は部会長が定め

る。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 28年６月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 28年６月 20日から施行する。 
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２ 大阪府高齢者保健福祉施策推進会議 

（１）開催状況 

開催 主な議題 

平成 27年８月 28日 

○ 大阪府高齢者保健福祉施策推進会議の設置要綱改正について 

○ 地域包括ケアシステムの構築等について 

○ 地域医療構想について 

○ その他 

平成 27年 12月 11日 

○ 第８回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会の議事について 

・会長の互選及び会長職務代理者について 

・大阪府高齢者計画 2012（平成 24年度～26年度）の進捗状況について 

・介護保険制度改正等に関する平成 27年度上半期の状況について 

・その他 

平成 28年 10月 24日 ○ 大阪府の「介護費の地域差」検証・分析の状況 

平成 29年２月 17日 

○ 第 10回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会の議事について 

・大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会の報告について 

・第４回高齢者の生活実態と介護サービス等に関する意識調査報告書 

について 

・「大阪府高齢者計画２０１５」の取組状況等について 

・「第７期大阪府高齢者計画」の策定に向けて留意すべき事項について 

○ その他 

平成 29年７月 27日 

○ 第 11回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会の議事について 

・「大阪府高齢者計画２０１５」の取組状況等について 

・「第７期大阪府高齢者計画」の策定に向けて留意すべき事項について 

○ その他 

平成 29年 11月 20日 

○ 第 12回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会の議事について 

・高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金に関

する評価指標（案）について 

・第７期大阪府高齢者計画（骨子案）について 

・大阪府介護・福祉人材確保戦略の報告 

○ その他 

平成 30年１月 24日 
○ 第７期大阪府高齢者計画（素案）について 

○ その他 

平成 30年３月 16日 

○ 第７期大阪府高齢者計画（案）について 

○ 保険者機能強化推進交付金に対する大阪府の対応について 

○ 高齢者住まいの質の向上に向けて今後取り組むべき方向性の報告 

○ その他 

大阪府高齢者保健福祉施策推進会議は、平成 10年度に「大阪府介護保険制度等推進会議」として要綱

設置し、介護保険制度の推進に係る庁内調整を行ってきた。 

平成 14年度に「大阪府高齢者保健福祉施策推進会議」に改称し、介護保険制度をはじめとする各種高

齢者保健福祉施策を総合的に推進するための庁内調整会議として位置づけられた。 

本表では、前回計画策定後、本計画の策定に至るまでの間の開催状況を記載した。 
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（２）大阪府高齢者保健福祉施策推進会議設置要綱 

大阪府高齢者保健福祉施策推進会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 高齢者保健福祉施策の推進に係る協議調整を行うため、庁内関係室・課で構成する「大阪

府高齢者保健福祉施策推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）大阪府高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画の策定に関すること。 

（２）大阪府高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画の推進に関すること。 

（３）地域包括ケアシステムの構築の推進に関すること。 

（４）その他必要な検討及び調整に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議は、別紙１に掲げる職にある者で構成する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、福祉部長の職にある者をもって充てる。 

３ 副会長は、医療監、福祉部次長及び高齢介護室長の職にある者をもって充てる。 

４ 会長は、会務を総理する。 

５ 会長に事故あるときは、委員の中から会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 推進会議は会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要あるときは、随時関係者の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。 

 

（部会） 

第６条 推進会議に専門的な事項を調査・検討するため、部会を設置することができる。 

２ 部会に部会長を置く。 

３ 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における調査・検討の状況及び結果を推進会議に報告す

るものとする。 

４ 部会長は、必要があるときは関係課職員で構成する検討組織を設けることができる。 

 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、福祉部高齢介護室において行う。 

２ 部会の庶務は、福祉部高齢介護室において行う。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附則 

この要綱は平成１０年 ６月 ８日から施行する。 

この要綱は平成１０年 ８月 １日から施行する。 

この要綱は平成１１年 ５月 １日から施行する。 

この要綱は平成１２年 ４月１３日から施行する。 

この要綱は平成１４年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成１４年１０月２８日から施行する。 
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この要綱は平成１７年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成１８年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成１９年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２０年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２０年１２月 ８日から施行する。 

この要綱は平成２１年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２２年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２３年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２４年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は平成２７年 ７月 １日から施行する。 

この要綱は平成２７年 ７月２９日から施行する。 

この要綱は平成２８年 ４月 １日から施行する。 
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別紙１ 

 

福祉部長  【会 長】 

医療監   【副会長】 

福祉部次長 【副会長】 

福祉部              福祉総務課長 

         地域福祉推進室 地域福祉課長 

         地域福祉推進室 社会援護課長 

         地域福祉推進室 指導監査課長 

障がい福祉室  障がい福祉企画課長 

障がい福祉室  自立支援課長 

         障がい福祉室  地域生活支援課長 

         障がい福祉室  生活基盤推進課長 

         高齢介護室   高齢介護室長【副会長】 

高齢介護室   介護支援課長 

         高齢介護室   介護事業者課長 

                 国民健康保険課長 

政策企画部    危機管理室   防災企画課長 

    企画室     計画課長 

府民文化部            府民文化総務課長 

         人権局     人権企画課長 

健康医療部            健康医療総務課長 

         保健医療室   保健医療企画課長 

         保健医療室   医療対策課長 

         保健医療室   健康づくり課長 

         保健医療室   地域保健課長 

                 薬務課長 

                 食の安全推進課長 

商工労働部            商工労働総務課長 

         雇用推進室   就業促進課長 

都市整備部            都市整備総務課長 

住宅まちづくり部         住宅まちづくり総務課長 

                 都市居住課長 

         住宅経営室   経営管理課長 

教育庁              教育総務企画課長 
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３ 市町村計画策定に関する府の取組み 
時 期 項         目 

平成28年１月６日 

 

 

 

３月15日 

 

 

 

８月23日 

 

 

 

 

８月25日 

 

 

９月１～２日 

 

10～12月 

 

 

 

11月９日 

 

 

 

 

平成29年１月30日 

 

 

 

３月22日 

 

 

 

 ６月26日 

○大阪府内市町村介護保険・保健福祉担当者会議 

 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議（平成 27年 12月 22日開催） 

  の内容伝達（介護離職ゼロと介護保険事業計画の関係等） 

 

○大阪府内市町村介護保険・保健福祉担当者会議 

 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（３月７日開催）の内容伝達（第

６期介護保険事業（支援）計画の実施と第７期計画の策定準備について 等） 

 

○介護費及び要介護認定の地域差検証にかかる勉強会 

 ・地域差検証にかかる大阪府の今後の取組み予定について 

 ・各保険者における地域差の検証と取組状況について 

 ・その他 

 

○計画見直しワーキングチーム会議 

 ・地域包括ケア「見える化」システム推計ツールについて 

 

○地域包括ケア「見える化」システム推計ツール操作講習会 

 

○介護費及び要介護認定分析状況研修会 

 ・介護費及び要介護認定の分析について 

 ・その他 連絡事項等 

 

○介護費及び要介護認定の地域差検証にかかる勉強会 

 ・サ高住・有料老人ホーム等に関する意見交換について 

 ・専門部会報告書の骨子案について 

 ・その他 

 

○大阪府内市町村介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 

・大阪府高齢者保健福祉計画推進協議会専門部会報告書 

「大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性について」 等 

 

○大阪府内市町村介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 

 ・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（３月 10日開催）の内容伝達

（第７期計画の策定準備 等） 

 

○市町村計画策定検討会（第１回） 
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  ７月10日 

 

 

７月25日 

 

 

９月12日 

 

９月13日 

 

 

 

 

 

 

９月中～下旬 

 

 

10～12月 

 

11月10日          

 

 

 

11月13日 

 

 

平成30年  ２月 

 

３月 

 

３月12日 

・国基本指針項目（案）及び第７期市町村高齢者計画策定指針項目（案）につ

いて 

・計画策定スケジュールについて 

・その他 

 

○大阪府内市町村介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 

・全国介護保険担当課長会議（７月３日）の内容伝達 

 

○市町村計画策定検討会（第２回） 

・第７期市町村高齢者計画策定指針（案）について 

 

○第７期市町村高齢者計画策定指針（案）の送付 

 

○保健医療計画及び介護保険事業（支援）計画における整備目標及びサービス見

込み量に係る事前調整会議 

 ・第 7次保健医療計画の策定 

 ・保健医療計画及び介護保険事業（支援）計画における整備目標及びサービス

見込量 （療養病床の転換意向調査 等） 

 ・質疑・その他 

 

○第７期介護保険事業計画における介護サービス見込量及び保険料推計に関わ

るヒアリング 

 

○医療と介護の体制整備に係る調整会議を圏域別に開催（事前調整含む） 

 

○市町村計画策定検討会（第３回） 

・高齢者の自立支援・重度化防止等に係る保険者機能に関する評価指標について 

・大阪府高齢者計画の骨子案について 

 

○通知「『高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金に関

する評価指標（案）』の取扱いに関する基本的な考え方について」発出 

 

○市町村介護保険事業計画事前協議 

 

○市町村介護保険事業計画法定協議 

 

○大阪府内市町村介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 

・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（３月６日）の内容伝達 
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４ 第７期市町村高齢者計画策定指針 
 

Ⅰ 計画の連動性確保のための基本的な方針 
「第７期介護保険事業（支援）計画（平成 30～32年度）」の策定にあたり、団塊の世代全てが後期

高齢者となる 2025年に向けて、市町村における地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、「介

護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（案）（以下「国基本指針

（案）」という。）を踏まえつつ、大阪府及び府内市町村が連動性のある計画を策定できるよう、「第

７期市町村高齢者計画策定指針」（以下、「市町村指針」という。）を策定する。 

市町村高齢者計画の策定に当たっては、大阪府の地域性として、要介護認定率は 2035 年、介護需

要は 2040 年に向けて更に高まっていく特徴を有すること、また、市町村でも特性に応じた地域性を

有することにも十分留意し、計画を策定すること。 

平成 29年 5月に成立した改正介護保険法では、市町村介護保険事業計画に、自立支援、介護予防・

重度化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取り組むべき施策に関する事項並びに

その目標を記載することとされた。 

また、国基本指針（案）では、介護給付の適正化については、「市町村介護給付適正化計画を別に

策定することでも、差し支えない」が、「市町村介護保険事業計画と整合の図られたものとすること」

とされていることを踏まえ、第７期介護保険事業（支援）計画と第４期介護給付適正化計画は別個に

作成するのではなく、あらかじめ整合性に留意しながら一体的に検討するものとする。 

また、以上の考え方に加え、次の点につき留意すること。 

 

一 人権の尊重 
同和問題や障がい者、在日外国人、ＬＧＢＴ（性的少数者）等に係る人権上の諸問題を十分考慮し、

全ての高齢者の人権を尊重するという視点が重要である。 

特に、障がいの有無や程度、心身の状況、人生経験、社会環境等、高齢者一人ひとりの多様な状況

に応じ、個性を尊重し、高齢者が主体的に、必要な時に必要な所で、必要な情報や支援を利用できる

よう、施策のあらゆる場面において、きめ細かな取組みを推進すること。 

また、個人情報の収集及び提供に当たっては、個人情報の保護に関する法律、特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、個人情報保護条例、国の「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29年 4月）を踏まえ、市町村と関係機関（者）間の

個人情報を収集・提供する場合のルールを策定するよう取り組むこと。 

  

二 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
介護保険制度は、高齢者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される「地域包

括ケアシステム」を構築することをめざし、高齢者への支援、介護予防、要介護状態等の軽減、重度

化の防止を理念としている。 

この理念を実現するための取組みとして、自立支援・介護予防に関する地域全体への普及啓発、介

護予防に資する住民主体の通いの場の充実、リハビリテーション専門職種等との連携、口腔機能向上

や低栄養防止に係る活動の推進、自立支援型ケアマネジメントや多職種連携による地域ケア会議の推

進及び地域包括支援センターの機能強化等、市町村においては、自らの課題認識の下、地域の実態や

状況に応じた様々な取組みを計画的に進めること。 

 

三 高齢者の自立と尊厳を支える体制の整備・施策の推進 
真に支援が必要とする利用者に対し的確な支援を行うことは、地域包括ケアシステムを深化・推進

するとともに、介護保険制度の持続可能性を維持し、制度への信頼を高める意味においても極めて重

要である。 

高齢者が要介護状態等になっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とする「高齢者

の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが重要であることを踏まえ、可能な限り住み慣れた地域

において、継続して日常生活を営むことができるよう、高齢者の意思及び自己決定を最大限尊重する
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視点に立った体制の整備やきめ細かな施策の推進を図ること。 

 

四 地域包括ケアシステムの深化・推進における協働の重要性 
高齢者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介

護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される「地域包括システム」の深

化・推進のためには、医療・介護の連携体制の整備、日常生活支援体制の整備、高齢者の住まいの安

定的な確保など、地域の実情に応じた体制整備が不可欠である。 

市町村においては、これまでの取組みの成果を踏まえ、医療・介護連携や日常生活支援体制の整備、

高齢者の住まいの安定的な確保等に向け、大阪府と連携を図りつつ、事業実施主体をはじめとする多

様な関係者との協働を図ることにより、地域の実情に応じた特色ある高齢者施策を推進すること。 

  

五 中長期的な視点に立った施設整備と在宅サービスの在り方 
全国的には、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年が大きな節目となるが、大阪府では、要介護認

定率は 2035年、介護需要は 2040年に向けて更に高まっていくことが予測される、また、市町村にお

いてもそれぞれの地域特有の独自の地域課題が存在する。 

このような状況においても、介護保険制度を持続可能なものとするため、2025 年以降をも視野に

入れた施設整備及び在宅サービス等のサービス基盤の在り方を各市町村において検討することが極

めて重要である。 

 

六 災害時における福祉サービスの継続と関係機関の連携 
災害発生後に、関係者と連携を図りながら、他の地方公共団体等からの応援派遣等も活用し、サー

ビスの提供継続に必要な体制を確立する方策を検討することが重要である。 

また、介護サービス事業者に対しても、災害時における対応に関するマニュアルの整備など、災害

対策を進めるように取り組むことが重要である。 

 

Ⅱ 計画策定に当たっての留意事項 
 以下は、国基本指針（案）の構成に従って、留意点等をまとめたものである。 

・下線部分は特段に重要であると思われる箇所 

・冒頭「○」は、国基本指針（案）における留意点 

・冒頭「●」は、府の地域課題として取り組む必要があることから、市町村指針に盛り込む留意点 

・国基本指針（案）に特段の追記事項がない場合は項目のみ記載している。 

 

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項 

一 地域包括ケアシステムの基本的理念 

 
○ 地域共生社会の実現に向けて、障がい者や子ども等への支援を含む「我が事・丸ごと」の包括

的な支援体制の整備に努めるものとする。 

平成 29年の改正社会福祉法の趣旨を踏まえ、地域住民や福祉関係者が本人のみならずその人

が属する世帯全体に着目し、福祉、介護、保健医療に限らない、地域生活課題を把握するとと

もに、関係者などと協働し、課題を解決していくことが必要である。 

● 地域住民が自ら暮らす地域の課題を「我が事」として捉えられるような地域づくりの取組みや、

様々な相談を「丸ごと」受け止める場の整備、相談機関の協働、ネットワーク体制の整備など

を通じ、包括的な支援体制を整備するよう努めるものとする。 

● 複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、地域包括

支援センター等の相談支援事業者が利用者自身とその利用者の属する世帯が抱える生活課題を

把握した場合に、必要に応じて適切な機関につないでいくよう努めるものとする。 

○ 地域包括ケアシステムの実現に向けた取組みや、地域のニーズや資源の把握、関係者のネット

ワーク化、担い手の創出や資源の創出等を図る生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）や協議体の役割を通じ、支援・協働体制の充実強化を図ることが重要である。 
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１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 
○ 介護保険制度の理念は「自立支援、介護予防・重度化防止」と明示されている。 

○ 自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防に資する通いの場の充実、リハビリテーショ

ン専門職種等との連携や口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職種

連携による取組みの推進、地域包括支援センターの強化などの取組みが重要である。 

 

２ 介護給付等対象サービスの充実・強化 

 

３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備 
○ 「自立支援・介護予防」における口腔機能向上や低栄養防止に係る活動等、専門職が関わる活

動に関連し、連携を図るべき専門職種として「管理栄養士、歯科衛生士、地域包括支援センター

の職員等」の医療・介護関係職種を追記し、相互連携の推進、市町村が主体となった人材の育

成を図りつつ地区医師会等と協働の推進が重要である。 

 

４ 日常生活を支援する体制の整備 
 

５ 高齢者の住まいの安定的な確保 
● 福祉のまちづくりの推進に関し、高齢者、障がい者をはじめとするすべての人が安心してま

ちに出かけることができるよう「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平

成 18 年法律第 91 号）及び「大阪府福祉のまちづくり条例」などに基づき、高齢者等に配慮し

たまちづくりを推進することが重要である。 

 

二 2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標 

  

 三 医療計画との整合性の確保 
○ 病床機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制・在宅医療・介護の充実

等が一体的に行われるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による「協議の

場」を開催することが重要である。 

○ 当該協議の実施に当たっては、地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携に伴い生じる、在

宅医療等の新たなサービス必要量（医療計画における在宅医療の整備目標）と、介護保険事業

（支援）計画において掲げる介護のサービス見込量を整合的なものにしていくことが重要であ

る。 

 

【受け皿のイメージ】 
・移行先で必要な医療サービス：在宅医療及び外来受診 

・移行先で必要な介護サービス：① 介護療養からの転換（特に、介護医療院） 

② 医療療養からの転換（特に、介護医療院）③ 施設サービス（介護老人福祉施設、介護老

人保健施設）④ 居宅サービス（サービス付き高齢者向け住宅などを含む。） 

 

四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の

推進 

 

五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上 

 

六 介護に取り組む家族等への支援の充実【新設】 
○ 各市町村で実施している家族介護支援事業に加え、地域包括支援センターの土日祝日の開所や、

電話等による相談体制の拡充、企業や労働施策担当部門との連携など、地域の実情を踏まえ、

家族等への相談・支援体制の強化が重要である。 
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七 認知症施策の推進 
○ 認知症の人の意思が尊重され、できるかぎり住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができるよう、「認知症への理解を深めるための普及・啓発」、「認知症の容態に応じた

適時・適切な医療・介護等の提供」、「若年性認知症施策の強化」、「認知症の人の介護者への支

援」、「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり」など、新オレンジプランに沿った認知

症施策を進めることが重要である。 

 

八 高齢者虐待の防止等【新設】 
○ 高齢者虐待については、「広報・普及啓発」、「ネットワーク構築」、「行政機関連携」、「相談・

支援」など、体制整備が重要である。 

特に、養護者による高齢者虐待の主な発生要因については、「虐待者の介護疲れ・介護ストレ

ス」、「虐待者の障がい・疾病」、養介護施設従事者等による主な発生要因については、「教育知

識・介護技術等に関する問題」、「職員のストレスや感情コントロールの問題」となっている。 

養護者による虐待については、相談機能の強化・支援体制の充実など地域の実情に応じた取

組みを行うことや、養介護施設従事者等による虐待については、研修やストレス対策などを適

切に行うことが重要である。 

● さらには、養介護施設従事者による虐待や身体拘束を防止するため、意識改革やサービスの質

的向上など、従事者の資質の向上に向けた支援に取り組むことや、高齢者虐待防止の体制の整

備・強化にむけて、困難事例に対する、担当職員の対応力の向上、関連部局及び関係者との連

携等を図ることが重要である。 

  

九 高齢者の孤立防止及び生活困窮高齢者への支援 
● 高齢者の孤立防止について、地域包括支援センターやコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳ

Ｗ）、民生委員・児童委員等との連携強化によるワンストップ窓口の整備の検討や、地域の見守

り・発見機能の強化のため、地域住民をはじめ、新聞・乳飲料販売や電気・水道・ガス等のラ

イフライン事業者、宅配・コンビニエンス事業者等と連携した新たな体制づくり、地域の見守

り体制の拡充や専門職との連携・協力体制づくりに、より積極的に取り組むことが重要である。 

● 生活困窮状態にある高齢者は、地域包括支援センターや生活困窮者自立相談支援機関等が連携

して支援を行うことが重要である。 

 

十 介護サービス情報の公表 

 

十一 効果的・効率的な介護給付の推進 
○ 団塊の世代が 75歳以上になる 2025年や、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる 2042年を見据

えつつ、介護予防、要介護状態等の軽減・重度化の防止等に取り組むことなどを通じて、制度

の持続可能性を確保していくことが重要である。 

○ 介護給付適正化の具体的な取組みの内容及び実施方法とその目標等を定めること。 

○ 国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）の適正化システム等を活用しながら、大

阪府と連携して一層の適正化の推進に取り組むことが重要である。 

● 公平な要介護認定は、介護保険制度の信頼性確保の観点からも重要であることから、調査員へ

の個別具体的な研修の実施や、一次判定と二次判定の変更率が高い市町村については、認定調

査員の特記事項の記載方法や、事務局運営のあり方等に課題がないか検討・検証するなど、要

介護認定の平準化に向けた取組みの強化に努めるものとする。 

 

十二 都道府県による市町村支援等 

 

十三 市町村相互間の連携 

 

十四 介護保険制度の立案及び運用に関するＰＤＣＡサイクルの推進 
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○ 地域課題を分析し、地域の実情に則して、高齢者の自立支援や重度化防止の取組みに関する目

標を計画に記載するとともに、目標に対する実績評価及び評価結果の公表を行うこと。併せて

当該結果について、市町村は大阪府に報告すること。 

  

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項 

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項 

１ 基本理念、達成しようとする目的、地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状

況の評価等 
○ 大都市やその周辺都市等、地域によって高齢化の状況やそれに伴う介護需要が異なってくるこ

とが想定されるため、各市町村の実情に応じ、目指すべき方向性を明確にしていくことが重要

である。 

● 大阪府の要介護認定率のピークは 2035年、介護需要のピークは 2040年に到来することに留意

すること。 

○ 市町村においては、下記の①～④の取組みを繰り返し行い、保険者機能を強化していくことが

重要である。また、定期的に施策の実施状況や目標の達成状況に関する調査、分析及び評価を

行い、その結果について『公表』し、周知していくことが重要である。 

 

① 地域の実態把握・課題分析の実施。 

② ①を踏まえ、地域における共通の目標を作成し、その達成に向けた具体的な計画を作成。 

③ ②の計画に基づき、地域の介護資源の発掘や基盤整備、多職種連携の推進、効率的なサー

ビス提供を含め、自立支援や介護予防に向けた様々な取組みを推進。 

④ ③の実績を評価して、計画について必要な見直しの実施。 

 

２ 要介護者等地域の実態の把握 
○  介護保険事業計画作成委員会等の場において、地域ケア会議及び生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）や協議体の活動により把握された地域課題「介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査」等の結果に基づき、幅広い地域の関係者において十分な議論を行い、地域の関係

者の共通理解を形成しながら、計画を作成するよう努めることが重要である。 

・また、見える化システムを活用した給付分析において、高齢化の状況、地理的条件、独居

等の家族構成など地域差を必然的に生じさせる要素もあるが、縮小されるべき地域差につい

ては縮小されるべき、という視点が重要である。 

(一)被保険者の現状と見込み 

(二)保険給付の実績把握と分析 

(三)調査の実施 

(四)地域ケア会議等における課題の検討 

３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備 

(一)市町村関係部局相互間の連携 

(二)市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催 

(三)被保険者の意見の反映 

(四)都道府県との連携 
 

４ 平成 37年度（2025年度）の推計及び第７期の目標 

(一) 平成 37年度（2025年度）の介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険料の水

準等に関する中長期的な推計 
○ 平成 37 年度（2025 年度）の介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険料の水準等に関

する中長期的な推計をし、持続可能な制度とするための中長期的な視点に立った介護保険事業

計画の策定が重要である。 
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(二) 第７期の目標 
○ 具体的な施策により目指す目標を定めることが重要である。 

 

５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 
○ 自立支援、重度化防止及び介護給付適正化に関し、地域の実情に即して、目標を計画に記載す

るとともに、目標の達成状況の調査、分析をしたうえで評価し、この評価を踏まえて必要な措置

を講じることが重要である。 

 

６ 日常生活圏域の設定 

 

７ 他の計画との関係 

(一)市町村老人福祉計画との一体性 

(二)市町村計画との整合性 

(三)市町村地域福祉計画との調和 

(四)市町村高齢者居住安定確保計画との調和 

(五)市町村賃貸住宅供給促進計画との調和 

(六)市町村障害福祉計画との調和 

(七)市町村健康増進計画との調和 

(八)生涯活躍のまち形成事業計画との調和 

(九)福祉人材確保指針を踏まえた取組 

(十)介護雇用管理改善等計画を踏まえた取組 

 

８ その他 

(一)計画期間と作成の時期 

(二)公表と地域包括ケアシステムの普及啓発 

 

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項 

１ 日常生活圏域 

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

(一)各年度における介護給付対象サービスの種類ごとの量の見込み 
○ 「第一の三」を踏まえた追加的なサービス需要の受け皿を検討する必要がある。 

● 平成 28 年度の大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会における調査における、住宅

型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅では、要介護３以上の方も多く入居してい

るケースや、要介護３以上では介護老人福祉施設よりも介護費を要していたケースもあったこ

と等が確認された。 

保険者としての対応を検討するにあたっては、 

① 必要な介護老人福祉施設の整備 

② 特定施設入居者生活介護の指定 

③ 定期巡回・随時対応型サービス・小規模多機能型居宅介護などの充実による在宅介護の

限界点を高めていく取組み 

④ 適切なケアプランチェック等を行いつつ、民間活力を活用し、住宅型有料老人ホーム・

サービス付き高齢者向け住宅の整備  

など、様々な対応方策が考えられることを踏まえ、地域の実情に応じて方向性を定めること

が重要である。 

○ 今後、単身独居の中重度の要介護者の増加を念頭に、高齢者（とその家族）の希望・ニーズ

を的確にとらえつつ、各自治体において、地理的条件等も含めた地域の実情に応じ、上記の取

組みを適切に組み合わせながら、住まいニーズへの対応を考える必要がある。 
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● 地域における介護基盤の整備 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、高齢者のニーズに応じ

た基盤整備を行う観点から、市町村が、地域における高齢者及び家族の状況等の介護ニーズ、

要介護高齢者数等の将来推計、既存施設の整備状況や高齢者住まいとの均衡を含めた地域の実

情等を十分把握・精査した上で、地域に必要なサービス基盤の整備目標及び計画期間を定め、

着実に推進することが重要である。 

● 施設の生活環境改善への取組み 

入所者ができる限り在宅に近い居住環境の中で生活できるよう、施設の新規整備や既設施設

の建替え、改修の推進に当たっては、個室・ユニット型として整備を推進することが重要であ

る。 

国の参酌標準に基づき、平成 37年度における、介護保険施設の個室・ユニット型の割合を 50％

以上に高めること。 

特に、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設はユニット型の割合を 70％以上に

高めるよう努めるものとする。 

● 療養病床から介護保険施設等への転換分の取扱いについて、介護サービス量見込みの基本

ルールは次のとおりである。 

 

 

区分 

 

転換意向が

明らか 

介護保険施設等に転換意向がある 転換意向

がない 転換先(施設種別)が未定 

(転換時期の意向あり) 

転換時期が未定 

(施設種別の意向あり) 

医 療

療 養

病床 

意向どおり

見込む 

意向どおりの時期(年度)に介

護保険施設等に転換するもの

として見込む。 

転換までは医療療養病床のま

まで見込み、意向の転換時期

以降は介護保険施設等で見込

む。 

意向の施設でH30年度以降、

意向の病床数と同数を毎年

度見込む。 

介護サー

ビス量は

見込まな

い。 

介 護

療 養

病床 

意向どおり

見込む 

意向どおりの時期(年度)に介

護保険施設等に転換するもの

として見込む。 

転換までは介護療養病床のま

まで見込み、意向の転換時期

以降は介護保険施設等で見込

む。 

介護療養病床として見込

む。 

７期計画

中は介護

療養病床

として見

込む。 

 

＜平成 35年度時点での転換種別が不明な場合＞ 

・ 平成 35年度末までに介護療養型医療施設はすべて転換するという方針を前提に推計する。

ただし、計画策定時点では、転換するサービスの種類が不明な場合には、「介護療養型医療施

設」の「他施設への転換分」として集計する。 

・ この場合、平成 32年、平成 37年の推計値は、「他施設への転換分」として残ることになる。

（転換先の施設種別が明らかな場合には、当該施設種別に「介護療養からの転換分」として加

えること）。 

・ なお、医療療養病床から、介護保険施設等への転換予定がある場合は、転換による利用者数

の増加分は、「今後整備分」として集計する。 

 

(二)各年度における予防給付対象サービスの種類ごとの量の見込み 

 

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み 

(一)総合事業の量の見込み 
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○ 事業実績に加え、従前相当のサービスと多様なサービスのそれぞれについて、地域のニーズ

や資源等の地域の実情を踏まえた必要な量を見込む必要がある。 

● 平成 28年 12月 9日社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」で

は、「軽度者（要介護１、２）に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の地域支援

事業（総合事業）への移行に関しては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通所介護の総合事

業への移行や、「多様な主体」による「多様なサービス」の展開を着実に進め、事業の把握・

検証を行った上で、その状況を踏まえて『検討』を行う」とされている。次期介護保険法改正

では、要介護１、２の調理や掃除など生活援助サービスについても、総合事業への移行が予想

されることも踏まえながら、多様な主体による多様なサービスを創出するための『基盤整備』

に努めるものとする。 

 

(二)包括的支援事業の事業量の見込み 
○ それぞれの事業ごとに事業内容や事業量の見込みを定めるとともに、その算定の考え方を示

すことが重要である。また、地域包括支援センターの必要な職員体制と密接に関わることに留

意すること。 

 

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等の予防又は軽減若し

くは悪化の防止、介護給付等の適正化への取組み及び目標設定【新設】 
○ 地域の実情に応じて、高齢者の自立支援と介護予防等に向けた具体的な取組内容やその目標設

定が極めて重要である。 

○ 「第一の十三」に記載されているよう、地域の実情に即して、目標を計画に記載するとともに、

目標の達成状況の評価の実施と評価結果の公表を行うこと。 

 

(一)被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又

は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目標設定 

【介護予防・重度化防止】（基本的記載事項） 
○ 「取組項目及び目標設定」を行う必要がある。また、目標設定に当たってはできる限り客

観的な「数値目標」とするよう努めるものとする。 

① 研修、説明会、勉強会等の実施といった地域住民、事業者等との考え方の共有に関する

取組み 

② 高齢者自身が担い手として活動する場を含む、「住民主体の通いの場」等の創出や、担

い手の養成 

③ 多職種が連携した地域ケア会議の定期的開催  

④ 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体の活動 等 

 

(二)介護給付等に要する費用の適正化への取組及び目標設定 

【介護給付適正化】（基本的記載事項） 
○ 実施する『具体的な適正化事業の内容及び実施方法』と『目標』を定めることが必要とさ

れている。 必須の取組内容として、主要五事業（認定調査状況チェック、ケアプランチェッ

ク、住宅改修実態調査、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知）が例示されている。 

⇒ 第４期適正化計画との連動性（一体のものとしても別のものとして定めてもよい。）を

図ること。 

● 介護サービスの質の向上を図り、利用者に対して適切なサービスが提供されるよう、地域

密着型サービスや指定権限が移譲されたサービスについては、事業者に対する指導・助言に

取り組まれるとともに、保険者の立場から適切な調査権限を活用した指導に取り組むこと。 

また、事業者への指導等に当たっては、大阪府と十分に連携をして対応すること。 

さらに、福祉サービスを提供する事業者については、利用者の安心・信頼を獲得するため、

質の向上を図ることが重要である。そのため、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な

立場で行う第三者評価の受審促進に努め、評価結果を公表するよう、その重要性を積極的に
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周知すること。 

 

【その他 目標設定が予定されているもの】（いずれも「任意記載事項」） 
     ・高齢者対象の賃貸住宅・老人ホーム等に関する供給【三１（五）参照】 

・地域支援事業【三３（三）参照】 

・介護相談員派遣等事業についての受入れ事業者数【三４（一）参照】 

・地域包括支援センターの設置・運営に関する目標【三４（三）参照】 

   

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項 

１ 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項 

(一)在宅医療・介護連携の推進 
○ 医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくため、医療計画に基づく医

療機能の分化と並行して、市町村が主体となって、日常生活圏域において必要となる在宅医

療・介護連携のための体制の充実が重要である。 

○ 地域住民に対して、医療・介護サービスについて理解を深めてもらえるよう、的確な情報提

供及び分かりやすく丁寧な説明に努めていくことが重要である。 

● 地域の実情に合わせた在宅医療・介護連携のための体制の構築、維持、充実のためにイから

チを実施するに当たっては、各地域における医療・介護連携の実態を把握し、課題の検討、課

題に応じた計画的な施策立案及び実施に至ることが必要である。 

● 医療・介護の専門職種については、相互理解や知識が不足し、職種間の連携が十分に図れて

いない場合があることを踏まえ、関係職種間の情報収集や定期的な会議の開催等の方法により、

互いの顔や名前、職種、役割などについて理解し、容易に相談・連絡をすることができるよう

「顔が見える関係」を築くことが重要である。 

 

(二)認知症施策の推進 
○ 新オレンジプランに基づき、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供が図ら

れるよう、早期診断等を行う医療機関、介護サービス、見守り等の生活支援サービス等の状況

を示すとともに、認知症初期集中支援チームの運営等の推進や認知症地域支援推進員の活動の

推進、権利擁護の取組みの推進、市民後見人の育成・活用、支援組織の体制整備、認知症サポー

ターの養成・活用その他認知症の人とその家族支援の取組み等各年度における具体的な計画を

定めることが重要である。 

● 成年後見制度の利用の促進に関する法律等に基づく取組みの推進や日常生活自立支援事業

の周知を図るとともに、老人福祉法に基づく成年後見制度の市町村長申立てを積極的に活用す

るなど、認知症高齢者等の権利擁護に取り組むことが重要である。 

さらに、親族がいない場合や弁護士・司法書士等の専門職後見人の利用が困難な場合もある

ことから、大阪府と連携して、市民後見人を確保できる体制の整備やその活動の推進に積極的

に取り組むこととともに、社会福祉法人等による法人後見の導入についても検討することが重

要である。 

(三)生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 
○ 高齢者の社会参加や社会的役割を持つことが生きがいや介護予防に繋がるという観点から、

高齢者等の地域住民の力を活用するとともに、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）や協議体により、地域における課題や資源を把握し、ネットワークの構築やコーディネー

ト機能の充実を図っていくことが重要である。 

● 高齢者の社会参加は、介護予防や生きがいづくりにつながるものであり、高齢者が社会の重

要な一員として、豊かな経験や知識を活かすことができるよう、ボランティア活動等を促進す

るとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し、充実して過ごせる機会を確保することが重要

である。 

● 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が地域課題や資源を把握し、生活支援・
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介護予防サービスの充実に向けた取組みを進めるためには、市町村と生活支援コーディネー

ター（地域支え合い推進員）との情報共有や、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進

員）同士の連携強化が重要である。 

● 自立支援に向けたケアマネジメントを推進するためには、その前提として介護支援専門員

（ケアマネジャー）に対し「介護予防・自立支援」に向けたケアプランの作成を積極的に促進

していくことが重要である。また、介護支援専門員（ケアマネジャー）への周知啓発やケアプ

ラン事例の収集等については、一過性でなく、継続して取り組んでいくことが重要である。 

● 通所型サービスや住民運営の通いの場の設置に当たり、従来の街かどデイハウスを発展させ

る形をとるかどうかについて、地域資源の状況や個々の街かどデイハウスの運営状況などの実

情に応じて、適切な検討をするよう努めるものとする。 

● 健康づくり・生活習慣病予防の推進について、職場や地域で役割を担う壮・中年期の死亡を

減少させ、高年期に活力ある生活を送る（健康寿命の延伸）には、青年期及び壮・中年期にお

ける健康づくりや生活習慣病予防が重要である。 

とりわけ、栄養・食生活の改善、身体活動・運動の習慣化、禁煙及び口腔機能の維持・向上

等による健康づくりは、介護予防の基礎であることから、「第２次大阪府健康増進計画」の趣

旨を踏まえつつ、市町村の特徴を生かした市町村健康増進計画の推進に努めるものとする。 

● 高年齢者が長年培ってきた知識・経験・技能等を活かし、就業を通じて社会貢献できるよう、

就業相談や就業機会の確保など、高年齢者の就業支援に努めるものとする。また、高齢者に、

臨時的かつ短期的又はその他の軽易な仕事を提供するシルバー人材センターの運営に対する

支援に努めるものとする。 

 

(四)地域ケア会議の推進 
○ 「個別課題の解決」「地域包括支援ネットワークの構築」「地域課題の発見」「地域づくり、資

源開発」「政策の形成」の５つの機能を有する地域ケア会議により、高齢者個人への支援の充

実とそれを支える社会基盤の整備を同時に図ることが重要である。 

○ 地域ケア会議の運営に当たっては、地域包括支援センターと役割を分担するとともに、市町

村は地域課題を受け付ける窓口を明確にし、検討につなげていく体制の整備や医療・介護関係

者の連携の推進により、地域ケア会議が円滑に実施することができる環境の整備が重要である。 

● 多職種が連携した地域ケア会議を定期的に開催することが重要である。また、国の施策の動

向を踏まえ自立支援型ケアマネジメントの強化に努めるものとする。 

(五)高齢者の居住安定に係る施策との連携  
○ 公営住宅その他の高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームに関する供給目標等について、必

要に応じて都道府県と連携を図りながら定めることが重要である。 

○ 居住支援協議会等の場を活用することにより、適切な入居支援と入居後の生活支援体制を整

備しつつ、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることも重要である。（Cf.

「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）

の一部を改正する法律」（平成 29年 4月 26日公布 半年以内施行） 

● その他の施設の整備について、以下のとおり努めるものとする。 

（ア）養護老人ホーム 

施設の改築を優先的に推進することとし、新設や増設については、施設や市町村の実情等を

勘案し、必要に応じ整備するよう努めるものとする。 

（イ）軽費老人ホーム 

老朽化した施設の建替えを優先して推進することとし、必要に応じ整備するよう努めるもの

とする。 

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込み量の確保のための方策 

(一)関係者の意見の反映 

(二)公募及び協議による事業者の指定 

(三)都道府県が行う事業者の指定への関与 
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(四)報酬の独自設定 

(五)人材の確保及び資質の向上【新設】 
○ 2025年を見据えて、第 7期に必要となる介護人材の数等を推計することが重要である。推計

にあたっては、2025年の介護需要から必要とされる介護人材数算定のワークシート等を用いる

ものとする。 

○ 介護の仕事の魅力の向上、多様な人材の確保・育成、労働負担の軽減を柱とする総合的な取

組みを推進することが重要である。 

○ 国や大阪府と連携し、地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組んでいくこ

とが重要である。 

○ 生活支援等の担い手については、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議

体が中心となり、高齢者の社会参加等を進め、地域住民が共に支え合う地域づくりを進めてい

くことが重要である。 

● 研修の機会の確保等により、地域包括支援センター職員等のスキルアップ等の取組みが重要

である。 

● 介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上や、地域課題に対応する法定外研修を実施す

ることが重要である。 

 

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策 

(一)地域支援事業に要する費用の額 
○ 総合事業のサービス単価については、サービス事業者をはじめとした関係機関と十分な協議

を重ねる等により、地域において必要とされるサービスが確実に確保されるよう考慮すること

等が重要である。 

 

(二)総合事業のうち、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスの種

類ごとの見込量確保のための方策 
○ 総合事業の多様なサービスの見込み量等の確保については、生活支援コーディネーター（地

域支え合い推進員）や協議体を通じて把握された地域のニーズや資源等を踏まえて、具体的に

定めることが重要である。 

(三)地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検及び評価  
○ 地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムの深化・推進に関して効果的な取組みを進める

ため、地域支援事業の評価を行い、評価に基づく事業方針や目標を定めることが重要である。 

○ 市町村は、各年度において、 

  ・総合事業の実施による要介護状態等への移行の状況 

  ・予防給付及び総合事業による要介護２以上への移行の程度等 

 の達成状況を分析し、かつ、評価することが重要である。 

(四)総合事業の実施状況の調査、分析及び評価 
○ 総合事業の実施状況について、定期的に調査、分析及び評価をすることが重要である。 

 

４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する

事項 

(一)介護給付等対象サービス 
● 介護給付等対象サービスの適切な利用を促進するため、様々な広報媒体を活用し住民等への

制度周知に取り組むことが重要である。 

各事業の目的、内容、メニュー、手続き方法等について十分に周知し、必要としているサー

ビス、支援を提供するよう努めるものとする。 

また、広報に当たっては、できるだけ平易な表現を用いることや、点字や拡大文字の使用、
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外国語表記など高齢者の多様な状況へ配慮すること。 

● 介護保険制度等にかかる苦情、相談については、直接的かつ総合的な窓口として対応し役割

を果たすとともに、国保連や大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会等と連携を図るよう努め

るものとする。 

○ サービス利用者の疑問、不満、不安等を解消し、介護サービスの質の向上を図るため、「介

護相談員派遣等事業」を積極的に活用し、受入れ事業者数の目標を定めることが望ましい。 

● 利用者負担額軽減制度について、管内における本制度未実施の事業者に対し、趣旨を周知す

るなど、真に負担軽減を必要とする被保険者が制度を利用できるよう、活用促進に努めるもの

とする。 

 

(二)総合事業 

(三)地域包括支援センターの適切な運営及び『評価』 
○ 地域包括支援センターの設置及び運営に関する目標や地域課題・地域住民に対して果たす役

割について定めることが重要である。 

 ※ 下記のとおり、運営に対する評価が必要的記載となっている以上、評価の前提となる目標

についても必要的記載と理解することが整合的であろう。 

● 市町村が主体となり「地域包括支援センター活動計画」を策定することが重要である。 

○ ＰＤＣＡサイクルの充実による効果的な運営の継続という観点から、市町村及び地域包括支

援センターは、運営協議会と効果的に連携を行いながら、定期的な点検を行い、地域包括支援

センターの運営に対して適切に評価を行うこと。 

● 地域包括支援センターの評価に当たっては、事業評価のプロセスの明確化、センター自身に

よる自己評価を容易にする共通の自己評価表や市町村による実地指導を容易に行うための

チェック表の作成など、円滑に評価が行われるよう努めることが重要である。 

○ また、介護離職の防止など、介護に取り組む家族等を支援する観点から、地域包括支援セン

ターの土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、企業や労働施策担当部門との連携な

ど、地域の実情を踏まえた相談支援の強化について、具体的な取組みを定めることが重要であ

る。 
● 委託型の地域包括支援センターについては、委託方針について、法令に即し、より具体的な

内容を提示することが重要である。また、運営についても法令等に定める事項を実施し、地域

で暮らす高齢者の支援を行うものであることを踏まえ、行政と緊密な連携を図りながら適切な

運営を確保することが重要である。 

● 地域包括支援センターの総合調整や後方支援等、基幹的役割を果たす基幹型地域包括支援セ

ンターの設置の推進に努めることが重要である。 

 

５ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項 

● 各種の情報について、地域で共有される資源との認識の下、医療・介護サービスの情報のみ

ならず、地域包括支援センターの所在地や事業内容、サービス内容等について、幅広い情報提

供を徹底することが重要である。 

 

６ 市町村独自事業に関する事項 

(一）保健福祉事業に関する事項 

(二）市町村特別給付に関する事項 

 

 ７ 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項 
○ 指定介護療養型医療施設については、『介護医療院』等への転換を推進しつつ、転換期限が『平

成 35年度末』まで延長となった点につき留意すること。 

 

 


